
中央斎場への進入路について 

 

 

１ 車両の進入路について 

   

  中央斎場へ車両を使用し来場される場合の進入路ですが、バス通りの「中央斎場入口」交差点

から新坂本トンネルを通行し、正門からお入りいただくルールとなっております。 

  今年度に入り、地元の坂本６丁目町内会から、坂本６丁目町内会館前から中央斎場に至る生活

道路を中央斎場の利用者のものと思われる自動車、タクシーの通行が頻繁に目撃されるようにな

っており、今一度、ルール順守を徹底してもらいたい、との要請を受けております。 

 

２ 周知について 

   

中央斎場へのアクセスを中央斎場ホームページでお知らせする際に、新坂本トンネルを通行す

るよう案内をしているほか、喪家用の利用案内にも、同じ内容を記載し、周知しております。 

 

３ 協力のお願い 

 

（１）タクシー 

  神奈川県タクシー協会横須賀支部と横須賀個人タクシー協同組合には、改めて、ドライバーの

皆様に新坂本トンネルを通行いただくよう、周知の要請をしました。 

 

（２）会葬者の車両 

  マイカー等を使用する会葬者様には、葬儀社様から通行ルールをお伝えいただくことが効果的

と考えております。 

会葬者のうち、マイカー等を使用される方にアクセスに関する資料の配布にご協力いただけな

いでしょうか。 

 



自家用車等を使用し来場される会葬者様へのお願い 
 

 
横須賀市立中央斎場 

 

１ 汐入／横須賀中央方面からお越しの方 

  国道 16 号線「本町三丁目交差点」（コースカベイサイドストア前）から県道 27 号（横須賀 

葉山線）を通り、中央斎場入口交差点から新坂本トンネルを抜けた先が中央斎場です。 

 

２ 横須賀インターチェンジ／衣笠／葉山方面からお越しの方 

  県道 27 号（横須賀葉山線）を通り、中央斎場入口交差点から新坂本トンネルを抜けた先が

中央斎場です。 

 

３ お願い 

（１）地元生活道路の通行について 

  坂本６丁目町内会館前から中央斎場に至る市道は、地元の方の生活道路となっております。 

  地元の方の迷惑にならぬよう、中央斎場ご利用者様は必ず新坂本トンネルを通行してご 

来場ください。お帰りの際も往路と同様に新坂本トンネルを通行してお帰りください。 

（２）正門から駐車場への通行について 

  正門を抜けましたら、霊柩車とマイクロバス、タクシーは直進しますが、自家用車は、 

すぐに「左折」して奥の会葬者用駐車場（無料）にお進みください。 

奥の駐車スペースが火葬棟の近くで便利です。 

  駐車場内の通路は時計回りに一方通行となっております。 

（３）カーナビゲーションの設定について 

  目的地検索で「中央斎場」を選択しセットされた場合、機種によっては隣接する逸見が丘 

住宅地に誘導することがあります。 

  このため、目的地は「横須賀市坂本町５－１２」、または「横須賀市坂本町６－１６」（中 

央斎場入口交差点付近）を入力いただき、セットしてください。 

  新坂本トンネルの入り口まで誘導されますので、そのままトンネルを通行し、中央斎場ま 

でお越しください。 

 

 

ナビの設定は、 
横須賀市坂本町 
５－１２か６－１６ 

坂本 6 丁目町内会館前から中央斎場

へ至る道路は通行しないでください 

中央斎場 

新坂本トンネル 


